
○
防
衛
省
令
第
九
号

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
百

四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
衛
官
に
対
す
る
入
院
時
食
事
療
養
費
等
の
額
に
つ
い
て
の
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

防
衛
大
臣

北
澤

俊
美

自
衛
官
に
対
す
る
入
院
時
食
事
療
養
費
等
の
額
に
つ
い
て
の
特
例
を
定
め
る
省
令

（
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
も
の
）

第
一
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百

四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二

十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
者
と
し
て
防
衛
省
令
で
定

め
る
も
の
（
以
下
「
被
災
自
衛
官
等
」
と
い
う
。
）
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
療
養
の
給
付

に
つ
い
て
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
。
以
下
「
給
与
令
」



と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
第
二
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
べ
き
者
と
す
る
。

（
入
院
時
食
事
療
養
費
の
額
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
二
条

給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
の
防
衛
大
臣
が
指
定
す
る
防
衛
省
の
機
関
又
は
自
衛
隊
の
部
隊
若
し
く
は
機
関

（
以
下
「
機
関
等
」
と
い
う
。
）
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
法
第
五
十
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
対
象
期
間
」
と
い
う
。
）
に
被
災
自
衛

官
等
が
受
け
た
食
事
療
養
（
給
与
令
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ

い
て
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
災
自
衛
官
等
に
対
し
て
支
給
す
る
入
院
時
食
事
療
養
費
の

額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
食
事
療
養
に
つ
い
て
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
さ

れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当

該
現
に
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

（
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
三
条

機
関
等
が
、
特
例
対
象
期
間
に
被
災
自
衛
官
等
が
受
け
た
生
活
療
養
（
給
与
令
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規

定
す
る
生
活
療
養
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
災
自
衛



官
等
に
対
し
て
支
給
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て

同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

（
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
四
条

機
関
等
が
、
特
例
対
象
期
間
に
被
災
自
衛
官
等
が
受
け
た
評
価
療
養
（
給
与
令
第
十
七
条
の
三
第
二
項
第
三
号
に
規

定
す
る
評
価
療
養
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
選
定
療
養
（
同
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
こ

れ
ら
の
療
養
の
う
ち
食
事
療
養
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
被
災
自
衛
官
等
に
対
し
て
支
給
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
額
及
び
当
該
食
事
療
養
に
つ
い
て
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超

え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
に
相
当
す
る
金
額
の
合
算
額
と
す
る
。

２

機
関
等
が
、
特
例
対
象
期
間
に
被
災
自
衛
官
等
が
受
け
た
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
（
こ
れ
ら
の
療
養
の
う
ち
生
活
療
養

が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
災
自
衛
官
等
に



対
し
て
支
給
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
金
額
及

び
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
四
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の

例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活

療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
に
相
当
す
る
金
額
の
合
算
額
と
す
る
。

（
療
養
費
の
額
に
つ
い
て
の
特
例
）

第
五
条

機
関
等
が
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
被
災
自
衛
官
等
が
受
け

た
療
養
に
つ
い
て
給
与
令
第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
災
自
衛
官
等
に
対
し
て
支
給
す
る
療

養
費
の
額
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
算
定

し
た
費
用
の
額
及
び
当
該
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
に
つ
い
て
算
定
し
た
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る

金
額
と
す
る
。

２

前
項
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
し
て
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
給
与
令
第
十
七
条
の
四
第
五
項
の
療
養

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
第
二
条
の
費
用
の
額
の
算
定
（
法
第

五
十
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
た
食
事
療
養
に
つ
い
て
は
、
給
与
令
第
十
七
条
の
四



の
三
第
二
項
の
金
額
の
算
定
）
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
第
三
条
の
費
用
の
額
の
算
定
（
法

第
五
十
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
た
生
活
療
養
に
つ
い
て
は
、
給
与
令
第
十
七
条
の

四
の
四
第
二
項
の
金
額
の
算
定
）
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
五
第

二
項
第
一
号
の
費
用
の
額
の
算
定
（
前
項
に
規
定
す
る
療
養
に
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
前
条
の
費

用
の
額
の
算
定
（
法
第
五
十
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
の
翌
日
以
降
に
受
け
た
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養

に
つ
い
て
は
、
給
与
令
第
十
七
条
の
四
の
三
第
二
項
又
は
第
十
七
条
の
四
の
四
第
二
項
の
金
額
の
算
定
）
）
の
例
に
よ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
委
任
規
定
）

第
六
条

こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


